新潟県観光振興条例（仮称）の素案
	項　目
	素　　案

	第１　前文
	観光は、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進し、将来の定住につながる交流人口の拡大に重要な役割を担うものである。また、観光産業は、サービス業、農林水産業、製造業など幅広い分野にわたるすそ野の広い産業であり、地域経済の活性化に大きく寄与するものである。

本県は、全国に誇れる四季折々の豊かな自然や食、多様な温泉、歴史、文化など地域資源が集積しているほか、首都圏や東北、北陸との交通の結節点であるとともに、北東アジア交流圏の表玄関であり観光立県を実現するための大きな可能性を有している。

一方、度重なる地震等の災害からの復興や人口減少及び少子高齢社会への対応のほか、情報化の進展及び観光旅行の形態の多様化などの観光をめぐる状況変化への的確な対応も求められている。

こうした状況を踏まえ、本県においては、観光産業を地域に密着した本県経済を牽引する産業へ育成し、本県の有する大きな可能性を活かした魅力ある観光地の形成や交流人口の拡大などを図ることで観光立県を実現することが必要である。そのためには、県民一人一人が観光立県に対する理解を深めながら、その担い手としての意識を育むことが重要である。

ここに私たちは、県、市町村、県民、観光関連事業者、観光関連団体等が一丸となって本県観光への理解を深めるとともに、観光立県の実現に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

	第２　目的


	この条例は、本県の観光立県の実現のため、基本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民、観光事業者、観光関係団体の役割を明らかにするとともに、本県が観光立県を実現するための基本的な事項を定めることにより、本県観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域社会の活性化、本県経済の持続的な発展に資することを目的とする。


	第３ 基本理念


	観光の振興は、県、市町村、県民、観光事業者及び観光関係団体など全ての主体が役割分担し、連携及び協調しながら、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

１　地域における創意工夫や自主的・主体的な取組を尊重しながら行われるものであること。

２　観光の振興に関する施策の実施により、県民が地域に愛着を持つことができ、活力に満ちた地域社会が形成されることが重要であるとの認識の下に行われるものであること。

３　観光産業の県経済に占める重要性を踏まえ、観光産業が本県経済を牽引する産業となることが重要との認識の下に行われるものであること。

４　歴史、文化、食、自然などの地域の有する資源を再認識し、それらを活かした観光地づくりにより行われるものであること。
５　すべての来訪者が、安全・安心で、かつ満足できるサービス・環境を提供されるよう行われるものであること。


	第４ 責務・役割


	１　県の責務

⑴　県は、基本理念にのっとり、観光立県の実現に向け総合的かつ計画的に観光の振興に関する施策を実施するものとする。

⑵　県は、市町村が地域特性を活かして行う観光の振興に関する施策への必要な支援及び市町村が参画又は実施する広域的な観光の振興に関する施策に対する総合調整を行うものとする。

⑶　県は、他の都道府県との広域的な連携による観光の振興に関する施策を実施するものとする。

⑷　県は、市町村、県民、観光事業者、観光関係団体等の相互の取組の連携を促進するとともに、必要な支援を行うものとする。

２　市町村の役割

⑴　市町村は、基本理念にのっとり、当該地域の特性を活かした観光の振興に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

⑵　市町村は、隣接する市町村と協力し、広域的な観光の振興に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

３　県民の役割

⑴　県民は、基本理念にのっとり、観光立県に対する理解、関心を深め地域の観光振興に向けた取組に参画するよう努めるものとする。

⑵　県民は、観光客を温かく迎えるなど魅力ある観光地づくりの担い手としておもてなしの向上に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

⑶　県民一人一人が、新潟県に誇りを持つとともに、地域の有する資源の掘り起こしや観光情報の発信に努めるものとする。

４　観光事業者の役割

⑴　観光事業者は、基本理念にのっとり、観光客に対する快適なサービスや環境の提供など観光客の満足度の向上に努めるものとする。

⑵　観光事業者は、地場産業との連携により地域の活性化が図られるよう努めるものとする。

⑶　観光事業者は、県、市町村及び観光関係団体が実施する観光の振興に関する施策に連携及び協力するよう努めるものとする。

５　観光関係団体の役割

⑴　観光関係団体は、基本理念にのっとり、観光客の誘致、観光情報の発信、人材の育成、おもてなしの向上など観光客の受入体制の改善や充実等に取り組むよう努めるものとする。

⑵　観光関係団体は、業界及び業種の枠を超えた連携及び協力を図りながら事業活動を行うよう努めるものとする。

⑶　観光関係団体は、県及び市町村が実施する観光の振興に関する施策に連携及び協力するよう努めるものとする。


	第５ 施策の基本方針


	県は、次に掲げる基本方針に基づき、観光の振興に関する施策を推進するものとする。

１　観光客の再訪を促進させるため、観光客の満足度向上に向けた取組を促進すること。

２　観光志向の多様化に対応した観光の振興に関する施策の戦略的な取組を促進すること。

３　全ての人にやさしく魅力ある観光基盤づくりへの取組を促進すること。

４　外国人観光客の来訪の促進や国際会議等のコンベンションの誘致などの取組を促進すること。

５　観光動向の調査及び分析等に基づき、観光の振興に関する施策の展開を促進すること。


	第６ 施策の推進体制等


	１　知事は、観光立県の実現に向けて、観光の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立県の実現に関する行動計画（以下「行動計画」という。）を定めるものとする。

　①　行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

ア　観光立県の実現に関する目標

イ　観光立県の実現に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
ウ　その他観光立県の実現に関する必要な事項

　②　知事は、行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

２　県は、交通利便性の確保や景観の向上のほか、街の魅力向上などを図るため、交通インフラの整備、機能充実や街並み整備などに関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

３　県は、観光地におけるサービス等を評価し、公表することなどにより、観光客に対して良質なサービスが提供されるよう努めるとともに、必要に応じ関係者に対して助言又は要請を行うものとする。

４　県は、観光の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。


	第７ 委任
	この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は知事が定める。



附　則
（施行期日）

　　　この条例は、平成21年１月１日から施行する。
資料５３
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